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中
間
財
務
諸
表
等
の
用
語
、
様
式
及
び
作
成
方
法
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
大
蔵
省
令
第
三
十
八
号
）

改

正

後

改

正

前

（
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
適
用
し
た
場
合
の
注
記
）

（
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を
適
用
し
た
場
合
の
注
記
）

第
五
条
の
十

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
七
の
規
定
は
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を

第
五
条
の
十

財
務
諸
表
等
規
則
第
八
条
の
十
七
の
規
定
は
、
パ
ー
チ
ェ
ス
法
を

適
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
（

適
用
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
、

第
十
一
号
を
除
く
。
）
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
事
業
年
度
」
と

第
二
項
、
第
四
項
並
び
に
第
五
項
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
事
業
年
度
」
と
あ

あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
」
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
財
務
諸
表
に
」

る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
」
と
、
同
条
第
一
項
第
二
号
中
「
財
務
諸
表
に
」
と

と
あ
る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
に
」
と
、
同
項
第
十
一
号
中
「
事
業
年
度
の
翌

あ
る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
に
」
と
、
同
項
第
十
二
号
、
第
三
項
第
一
号
及
び

事
業
年
度
以
降
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
の
末
日
後
」
と
、
同
項
第
十

第
二
号
中
「
貸
借
対
照
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
条
第

二
号
及
び
第
十
三
号
並
び
に
第
六
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中

一
項
第
十
二
号
及
び
第
十
三
号
、
第
三
項
第
一
号
並
び
に
第
五
項
第
一
号
中
「

間
連
結
財
務
諸
表
」
と
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第
三
項
中
「
貸
借
対
照

損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
損
益
計
算
書
」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号

表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
貸
借
対
照
表
」
と
、
同
条
第
一
項
第
十
二
号
及
び
第

ロ
中
「
税
引
前
当
期
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
金
額
」
と
あ
る
の

十
三
号
、
第
三
項
並
び
に
第
五
項
第
一
号
中
「
損
益
計
算
書
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
税
引
前
中
間
純
利
益
金
額
又
は
税
引
前
中
間
純
損
失
金
額
」
と
、
「
当
期

中
間
損
益
計
算
書
」
と
、
同
条
第
三
項
第
一
号
ロ
中
「
税
引
前
当
期
純
利
益
金

純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
純
利
益
金
額
又
は

額
又
は
税
引
前
当
期
純
損
失
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
税
引
前
中
間
純
利
益
金
額

中
間
純
損
失
金
額
」
と
、
「
一
株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失

又
は
税
引
前
中
間
純
損
失
金
額
」
と
、
「
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
株
当
た
り
中
間
純
利
益
金
額
又
は
中
間
純
損
失
金
額

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
純
利
益
金
額
又
は
中
間
純
損
失
金
額
」
と
、
「
一

」
と
、
同
条
第
六
項
中
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
財
務
諸

株
当
た
り
当
期
純
利
益
金
額
又
は
当
期
純
損
失
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
一
株
当

表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

た
り
中
間
純
利
益
金
額
又
は
中
間
純
損
失
金
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る

。

（別紙４）
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（
特
定
信
託
財
産
の
資
産
及
び
負
債
の
記
載
）

（
特
定
信
託
財
産
の
資
産
及
び
負
債
の
記
載
）

第
三
十
八
条
の
三

特
定
目
的
信
託
財
産
の
計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年

第
三
十
八
条
の
三

特
定
目
的
信
託
財
産
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
計
算
書
、
信
託

総
理
府
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お

財
産
の
管
理
及
び
運
用
に
係
る
報
告
書
並
び
に
附
属
明
細
書
に
関
す
る
規
則
（

い
て
「
特
定
目
的
信
託
財
産
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）
又
は
投
資
信
託
財
産
の

平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
二
号
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
五
十
七
条
の
二

計
算
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
特
定
目
的
信
託
財
産
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）
又
は
投
資
信
託
財

及
び
第
五
十
七
条
の
二
第
一
項
に
お
い
て
「
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
」
と
い

産
の
貸
借
対
照
表
、
損
益
及
び
剰
余
金
計
算
書
、
附
属
明
細
表
並
び
に
運
用
報

う
。
）
の
適
用
を
受
け
る
信
託
財
産
（
第
五
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
特
定
信

告
書
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
総
理
府
令
第
百
三
十
三
号
。
以
下
こ
の
条

託
財
産
」
と
い
う
。
）
の
中
間
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ

及
び
第
五
十
七
条
の
二
に
お
い
て
「
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
」
と
い
う
。
）

の
資
産
及
び
負
債
に
つ
い
て
こ
の
規
則
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い

の
適
用
を
受
け
る
信
託
財
産
（
同
条
に
お
い
て
特
定
信
託
財
産
と
い
う
。
）
の

と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
特
定
目
的
信
託
財
産
計
算
規
則
又
は
投
資
信
託
財
産

中
間
貸
借
対
照
表
を
作
成
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
資
産
及
び
負
債
に
つ
い

計
算
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

て
こ
の
規
則
に
よ
り
記
載
す
る
こ
と
が
適
当
で
な
い
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

特
定
目
的
信
託
財
産
計
算
規
則
又
は
投
資
信
託
財
産
計
算
規
則
の
定
め
る
と
こ

ろ
に
準
じ
て
記
載
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
六
十
一
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
二
条
の
規
定
は
、
そ
の
他
利
益
剰
余
金
に

第
六
十
一
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
二
条
の
規
定
は
、
そ
の
他
利
益
剰
余
金
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
百
条
第
二
項
」
と
あ

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る

る
の
は
「
第
五
十
九
条
第
二
項
」
と
、
「
当
事
業
年
度
変
動
額
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
事
業
年
度
変
動
額
」
と
あ
る
の
は
「
中
間

「
当
中
間
会
計
期
間
変
動
額
」
と
、
「
当
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「
当
中

会
計
期
間
変
動
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

間
会
計
期
間
末
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
三
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
四
条
の
規
定
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
に

第
六
十
三
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
四
条
の
規
定
は
、
評
価
・
換
算
差
額
等
に

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
第
百
条
第
二
項
」
と
あ

つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る

る
の
は
「
第
五
十
九
条
第
二
項
」
と
、
「
当
事
業
年
度
変
動
額
」
と
あ
る
の
は

の
は
「
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
事
業
年
度
変
動
額
」
と
あ
る
の
は
「
中
間

（別紙４）
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（別紙４）

「
当
中
間
会
計
期
間
変
動
額
」
と
、
「
当
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「
当
中

会
計
期
間
変
動
額
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

間
会
計
期
間
末
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
発
行
済
株
式
に
関
す
る
注
記
）

（
発
行
済
株
式
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
五
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
六
条
の
規
定
は
、
発
行
済
株
式
に
つ
い
て

第
六
十
五
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
六
条
の
規
定
は
、
発
行
済
株
式
に
つ
い
て

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
当
事
業
年
度
末

準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
一
号
中
「
事
業
年
度
末
」

」
と
あ
る
の
は
「
当
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
当
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の

と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
中

は
「
当
中
間
会
計
期
間
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と

間
会
計
期
間
に
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
あ
る
の
は

あ
る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の

「
中
間
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間

は
「
中
間
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

（
自
己
株
式
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
六
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
七
条
の
規
定
は
、
自
己
株
式
に
つ
い
て
準

第
六
十
六
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
七
条
の
規
定
は
、
自
己
株
式
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
当
事
業
年
度
末
」
と
あ
る

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
号
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の

の
は
「
当
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
当
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
中

は
「
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期

間
会
計
期
間
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

間
に
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
新
株
予
約
権
等
に
関
す
る
注
記
）

（
新
株
予
約
権
等
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
七
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
八
条
の
規
定
は
、
新
株
予
約
権
及
び
自
己

第
六
十
七
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
八
条
の
規
定
は
、
新
株
予
約
権
及
び
自
己

新
株
予
約
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三

新
株
予
約
権
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三

号
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
同
条
第
二
項

号
及
び
同
条
第
三
項
中
「
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
末
」

中
「
第
八
条
の
十
四
か
ら
第
八
条
の
十
六
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
第
五
条
の
八

と
、
同
項
中
「
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
会
計
期
間
に
」
と
、
同
条

及
び
第
五
条
の
九
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
当
事
業
年
度
末
」
と
あ
る
の
は
「

第
五
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
財
務
諸
表
提
出
会
社
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（別紙４）

当
中
間
会
計
期
間
末
」
と
、
「
当
事
業
年
度
に
」
と
あ
る
の
は
「
当
中
間
会
計

」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替

期
間
に
」
と
、
同
条
第
五
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
あ
る
の
は
「
中
間

え
る
も
の
と
す
る
。

財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中
間
連
結
財

務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
配
当
に
関
す
る
注
記
）

（
配
当
に
関
す
る
注
記
）

第
六
十
八
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
九
条
の
規
定
は
、
配
当
に
つ
い
て
準
用
す

第
六
十
八
条

財
務
諸
表
等
規
則
第
百
九
条
の
規
定
は
、
配
当
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
当
事
業
年
度
」
と
あ
る

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
一
項
第
三
号
中
「
事
業
年
度
」
と
あ
る
の

の
は
「
当
中
間
会
計
期
間
」
と
、
「
翌
事
業
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
当
中
間
会

は
「
中
間
会
計
期
間
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
あ
る

計
期
間
の
末
日
後
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
あ
る
の

の
は
「
中
間
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「

は
「
中
間
財
務
諸
表
提
出
会
社
」
と
、
「
連
結
財
務
諸
表
」
と
あ
る
の
は
「
中

中
間
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

間
連
結
財
務
諸
表
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。



改  正  案 改  正  前 
様式第一号 

 【中間貸借対照表】 

  前中間会計期間末 
（平成 年 月 日） 

当中間会計期間末 
（平成 年 月 日） 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

（平成 年 月 日） 

区     分 注記

番号 金  額（円）  構成比

（％） 金  額（円）  構成比

（％） 金  額（円）  構成比

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

  現金及び預金  ×××   ×××   ×××   

受取手形  ×××   ×××   ×××   

  売掛金  ×××   ×××   ×××   

  たな卸資産  ×××   ×××   ×××   

  その他  ×××   ×××   ×××   

    流動資産合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 固定資産           

  有形固定資産  ×××   ×××   ×××   

  無形固定資産  ×××   ×××   ×××   

 投資その他の資産  ×××   ×××   ×××   

    固定資産合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅲ 繰延資産   ×××   ×××   ×××  

     資産合計   ×××   ×××   ×××  

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

  支払手形  ×××   ×××   ×××   

  買掛金  ×××   ×××   ×××   

  短期借入金  ×××   ×××   ×××   

  引当金  ×××   ×××   ×××   

その他  ×××   ×××   ×××   

    流動負債合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 固定負債           

  社債  ×××   ×××   ×××   

  長期借入金  ×××   ×××   ×××   

  引当金  ×××   ×××   ×××   

その他  ×××   ×××   ×××   

    固定負債合計   ×××   ×××   ×××  

     負債合計   ×××   ×××   ×××  

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

様式第一号 

 【中間貸借対照表】 

  前中間会計期間末 
（平成 年 月 日） 

当中間会計期間末 
（平成 年 月 日） 

前事業年度の要約 
貸借対照表 

（平成 年 月 日） 

区     分 注記

番号 金  額（円）  構成比

（％） 金  額（円）  構成比

（％） 金  額（円）  構成比

（％） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

  現金及び預金  ×××   ×××   ×××   

受取手形  ×××   ×××   ×××   

  売掛金  ×××   ×××   ×××   

  たな卸資産  ×××   ×××   ×××   

  その他  ×××   ×××   ×××   

    流動資産合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 固定資産           

  有形固定資産  ×××   ×××   ×××   

  無形固定資産  ×××   ×××   ×××   

 投資その他の資産  ×××   ×××   ×××   

    固定資産合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅲ 繰延資産   ×××   ×××   ×××  

     資産合計   ×××   ×××   ×××  

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

  支払手形  ×××   ×××   ×××   

  買掛金  ×××   ×××   ×××   

  短期借入金  ×××   ×××   ×××   

  引当金  ×××   ×××   ×××   

その他  ×××   ×××   ×××   

    流動負債合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 固定負債           

  社債  ×××   ×××   ×××   

  長期借入金  ×××   ×××   ×××   

  引当金  ×××   ×××   ×××   

その他  ×××   ×××   ×××   

    固定負債合計   ×××   ×××   ×××  

     負債合計   ×××   ×××   ×××  

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           



 １ 資本金   ×××   ×××   ×××  

 ２ 資本剰余金           

(1)  資本準備金  ×××   ×××   ×××   
(2)  その他資本剰

余金 
 ×××   ×××   ×××   

    資本剰余金合計   ×××   ×××   ×××  

 ３ 利益剰余金           

  (1)  利益準備金  ×××   ×××   ×××   
(2)  その他利益剰

余金 
          

    ××積立金  ×××   ×××   ×××   

   ……………  ×××   ×××   ×××   
    繰越利益剰余 

金    
 ×××   ×××   ×××   

     利益剰余金合計   ×××   ×××   ×××  

 ４ 自己株式   －×××   －×××   －×××  

    株主資本合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 評価・換算差額等           
１ その他有価証券評

価差額金 
  ×××   ×××   ×××  

 ２ 繰延ヘッジ損益   ×××   ×××   ×××  
 ３ 土地再評価差額金   ×××   ×××   ×××  

    評価・換算差額

等合計 
  ×××   ×××   ×××  

Ⅲ 新株予約権   ×××   ×××   ×××  

   純資産合計   ×××   ×××   ×××  

××× ××× ×××     負債純資産合計 
 
 

  

 

  

 

  

 

 

（記載上の注意） 
（略） 

 １ 資本金   ×××   ×××   ×××  

 ２ 資本剰余金           

(1)  資本準備金  ×××   ×××   ×××   
(2)  その他資本剰

余金 
 ×××   ×××   ×××   

    資本剰余金合計   ×××   ×××   ×××  

 ３ 利益剰余金           

  (1)  利益準備金  ×××   ×××   ×××   
(2)  その他利益剰

余金 
 ×××   ×××   ×××   

    ××積立金  ×××   ×××   ×××   

   ……………  ×××   ×××   ×××   
    繰越利益剰余 

金    
 ×××   ×××   ×××   

     利益剰余金合計   ×××   ×××   ×××  

 ４ 自己株式   －×××   －×××   －×××  

    株主資本合計   ×××   ×××   ×××  

Ⅱ 評価・換算差額等           
１ その他有価証券評

価差額金 
  ×××   ×××   ×××  

 ２ 繰延ヘッジ損益   ×××   ×××   ×××  
 ３ 土地再評価差額金   ×××   ×××   ×××  

    評価・換算差額

等合計 
  ×××   ×××   ×××  

Ⅲ 新株予約権   ×××   ×××   ×××  

   純資産合計   ×××   ×××   ×××  

××× ××× ×××     負債純資産合計 
 
 

  

 

  

 

  

 

 

（記載上の注意） 
（略） 
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